
目

次

告

示

○
青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関

す
る
条
例
第
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
知
事
が
最
低
限
度
額
と
し

て
定
め
る
額
及
び
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
の
一
部
改
正
qqqqqq（
人

事

課
）
…
一

○
青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関

す
る
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
金
額
の
一
部
改
正
（

同

）
…
二

○
喀
痰
吸
引
等
業
務
を
行
う
必
要
が
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
qqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
二

○
特
定
行
為
業
務
を
行
う
必
要
が
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
三

公

告

○
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
漁
港
漁
場

整

備

課
）
…
三

出
先
機
関

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
農
林

水
産
事
務
所
）
…
三

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
農
林

水
産
事
務
所
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

平
成
四
年
四
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
三
百
八
号
（
青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員

の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
知
事
が
最
低
限
度
額
と
し
て
定

め
る
額
及
び
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

年

齢

階

層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

二
十
歳
未
満

五
、
四
九
九
円

一
三
、
九
七
五
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

六
、
一
四
三
円

一
三
、
九
七
五
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

六
、
七
〇
三
円

一
五
、
二
三
七
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

七
、
〇
二
三
円

一
八
、
〇
一
六
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

七
、
三
二
六
円

二
〇
、
八
六
四
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
五
七
六
円

二
二
、
五
六
四
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
七
六
六
円

二
三
、
六
六
六
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

七
、
七
一
一
円

二
五
、
三
五
四
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

七
、
三
四
八
円

二
六
、
一
八
七
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

六
、
一
九
二
円

二
二
、
六
九
四
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

四
、
二
〇
〇
円

一
七
、
四
八
四
円

青
森
県
報
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第
九
百
二
十
二
号

令
和
七
年六

月
四
日

（
水
曜
日
）



七
十
歳
以
上

四
、
二
〇
〇
円

一
三
、
九
七
五
円

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
表
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
以
後
の
期
間
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年

金
又
は
遺
族
補
償
年
金
（
以
下
「
年
金
た
る
補
償
」
と
い
う
。
）
及
び
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後

に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
月
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る

補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号

平
成
八
年
五
月
十
五
日
青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号
（
青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職

員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
金
額
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
八
万
千
二
百
九
十
円
」
を
「
八
万
五
千
四
百
九
十
円
」
に

改
め
、
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
四
万
六
百
円
」
を
「
四
万
二
千
七
百
円
」
に
改
め

る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
表
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の
六
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
登
録
喀
痰
吸
引
等
事
業
者
か
ら
喀
痰
吸
引
等
業
務
を
行
う
必
要
が
な
く
な
っ

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

登

録

番

号
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

登
録
失
効

年
月
日
備

考

名

称
所

在

地

〇二一五〇〇

〇三九

社
会
福
祉
法

人
八
陽
会

八
戸
市
大
字

十
日
市
字
黒

坂
三
五

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
修

光
園
サ
テ
ラ

イ
ト

八
戸
市
田
向

五
丁
目
七
の

一

令
和七･
七･
一
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
七
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
登
録
特
定
行
為
事
業
者

か
ら
特
定
行
為
業
務
を
行
う
必
要
が
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
附
則
第
二
十
七

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

登

録

番

号
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

登
録
失
効

年
月
日
備

考

名

称
所

在

地

〇二一〇〇〇

一八三

社
会
福
祉
法

人
八
陽
会

八
戸
市
大
字

十
日
市
字
黒

坂
三
五

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
修

光
園
サ
テ
ラ

イ
ト

八
戸
市
田
向

五
丁
目
七
の

一

令
和七･
七･
一
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福

祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護

〇二一〇〇一

一五五

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合
弘
前
市
大
字

野
田
二
丁
目

二
の
一

健
生
介
護
セ

ン
タ
ー
虹

弘
前
市
大
字

向
外
瀬
字
豊

田
二
九
二
の

一

七･
五･三一
短
期
入
所
生

活
介
護

〇二一〇〇一

三三八

社
会
福
祉
法

人
弘
前
豊
徳

会

弘
前
市
大
字

大
川
字
中
桜

川
一
八
の
一

〇

看
護
小
規
模

多
機
能
型
居

宅
介
護
ト
ナ

カ
イ
ハ
ウ
ス

弘
前
市
大
字

大
川
字
中
桜

川
一
八
の
一

〇

七･
六･
一
看
護
小
規
模

多
機
能
型
居

宅
介
護
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青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
伸
康
会

弘
前
市
大
字
独
狐

字
石
田
一
二
一
の

一

共
同
生
活

援
助

シ
ェ
ア
ハ
ウ

ス
ら
ぽ
ー
る

浜
の
町

弘
前
市
大
字
浜
の

町
東
一
の
七
の
四
令
和七･
五･
一

公

告

特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
公
表

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
糠
地
区
に
係
る
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
項
の

規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
港
漁
場
整
備
課

及
び
青
森
県
下
北
農
林
水
産
事
務
所
む
つ
水
産
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
六
月
四
日

青
森
県
中
南
農
林
水
産
事
務
所
長

齋

藤

禎

展

地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

工
事
完
了

年

月

日

福

島

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
整

備
）
（
暗
渠
排
水
）
（
農
道
）

令
和
六･一二･二〇

前
田
屋
敷

農
業
水
利
施
設
保
全
合
理
化
事
業
（
耕
作
条
件
型
）

六･
六･
六

野
曽
江
堰

〃

〃

〃

引

座

川

基
幹
水
利
施
設
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業

七･
三･二五

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

浦
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
六
月
四
日

青
森
県
上
北
農
林
水
産
事
務
所
長

種

市

順

司

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日
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理

事

〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

蛯
名

博
文

佐
々
木

広
行

米
内
山

元

蛯
名

寿

大
池

真
知
子

米
内
山

嘉
一

米
内
山

隆
博

瀬
川

亨

町
屋

司

佐
々
木

光
昭

瀬
川

桂
吾

阿
部

一
彦

蛯
名

博
文

蛯
名

寿

佐
々
木

広
行

佐
々
木

光
昭

米
内
山

和
夫

米
内
山

元

瀬
川

亨

米
内
山

隆
博

町
屋

司

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
大
浦
一
五
の
一

〃

〃

〃

字
徳
万
才
五
〇
の

三〃

〃

〃

字
古
舘
二
三
の
一

〃

〃

〃

字
大
浦
四
二
の
四

三
沢
市
花
園
町
四
丁
目
三
一
の
三
八
一
七

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
熊
沢
二
〇
の
一

〃

〃

〃

字
古
舘
一
九
の
一

〃

〃

〃

字
徳
万
才
二

〃

〃

〃

字
中
岫
平
二
五

〃

〃

〃

字
大
長
根
九
の
一

〃

〃

〃

字
徳
万
才
六
の
一

〃

〃

〃

字
才
市
田
四
三

〃

〃

〃

字
大
浦
一
五
の
一

〃

〃

〃

〃

四
二
の
四

〃

〃

〃

字
徳
万
才
五
〇
の

三〃

〃

〃

字
大
長
根
九
の
一

〃

〃

〃

〃

四
八
の

一〃

〃

〃

字
古
舘
二
三
の
一

〃

〃

〃

字
徳
万
才
二

〃

〃

〃

字
古
舘
一
九
の
一

〃

〃

〃

字
中
岫
平
二
五

令
和七･
四･一一就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃七･
四･一〇退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

豆
田
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

九
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
六
月
四
日

青
森
県
上
北
農
林
水
産
事
務
所
長

種

市

順

司

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

濵
谷

和
恵

髙
橋

敏
広

太
田

岩
男

澤
谷

政
夫

澤
谷

則
光

白
濵

幸
雄

中
山

綾
枝

菊
池

國
雄

中
山

辰
司

山
道

敏
彦

菊
池

國
廣

濵
谷

和
恵

太
田

岩
男

澤
谷

則
光

澤
谷

政
夫

白
濵

幸
雄

髙
橋

敏
広

菊
池

國
雄

白
糠

幸
男

中
山

辰
司

上
北
郡
横
浜
町
字
川
尻
三
七
の
一

〃

〃

字
大
畑
九
の
八

〃

〃

字
大
豆
田
五
五
の
二

〃

〃

字
中
畑
四
一
の
一
二

〃

〃

〃

四
三
の
二

〃

〃

字
家
ノ
前
川
目
三
三
の
三
二

〃

〃

字
大
豆
田
一
二

〃

〃

字
家
ノ
前
川
目
六
一
の
一

〃

〃

字
大
豆
田
八
三
の
二

〃

〃

字
家
ノ
前
川
目
三
三
の
二
五

〃

〃

〃

二
八
の
二
一

〃

〃

字
川
尻
三
七
の
一

〃

〃

字
大
豆
田
五
五
の
二

〃

〃

字
中
畑
四
三
の
二

〃

〃

〃

四
一
の
一
二

〃

〃

字
家
ノ
前
川
目
三
三
の
三
二

〃

〃

字
大
畑
九
の
八

〃

〃

字
家
ノ
前
川
目
六
一
の
一

〃

〃

〃

一
六
四

〃

〃

字
大
豆
田
八
三
の
二

令
和七･
四･
九就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃七･
四･
八退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃
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・
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人
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青
森
市
第
二
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屋
町
三
丁
目
一
番
七
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号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
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・
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発
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口
一
枚
ニ
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二
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円
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